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「介護予防による地域づくり推進員」
住民主体の地域づくりにつながる介護予防活動

（主に体操等を行う通いの場）を推進

【取組内容】

◇介護予防の体制整備

◇地域の住民及び介護予防活動を行う
自主グループの支援

【実施主体】

区市町村(地域包括支援センターへ委託可)

【補助内容】

介護予防・フレイル予防推進員の配置経費を基本として、事業実施に

必要な経費を対象とする（備品購入費除く）。

(補助対象経費)
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、

需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、負担金

【補助基準額】

1人当たり5,500千円

(65歳以上人口10,000人以上の区市町村 ⇒ 最大2人)

(65歳以上人口10,000人未満の区市町村 ⇒ 最大1人)

【補助率】

10/10

【人員配置】

リハビリテーション専門職、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門

員、その他関連業務経験者

「介護予防・フレイル予防推進員」
通いの場等の介護予防活動の拡大や、フレイル予防の観点での機能強化を促進する取組を推進

【取組内容】

〇 通いの場の拡大・継続支援等
・「介護予防の体制整備」「地域の住民及び介護予防活動を行う自主グループの支援」を継続実施

・身近な地域における多様な通いの場等の取組状況の把握

〇 通いの場等におけるフレイル予防等の観点を踏まえた予防活動の促進 (新)
・地域の自主グループ等に対し、フレイル予防の観点を踏まえたプログラムの普及を図る

補助概要

事業内容

介護予防・フレイル予防推進員配置事業
（ ３予算額 255,200千円）

令和2年度に、フレイル予防の観点を踏まえた、通いの場等の介護予防活動の拡大・機能強化を図るため、「介護予防による地域づくり推
進員配置事業」を再構築。

令和２年度～

介護予防・フレイル予防
推進員

※区市町村、介護予防・フレイル予防推進員に対する研修・相談支援を実施
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東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター
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